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特
集

河
内
国
大
江
御
厨
供
御
人
の
多
様
な
活
動
と
そ
の
消
長

大
阪
府
西
ノ
辻
遺
跡
の
事
例
よ
り

別
所
　
秀
高

大
阪
府
西
ノ
辻
遺
跡
で
は
、
平
安
時
代
末
か
ら
室
町
時
代
初
頭
に
か
け
て
の
解
体
さ
れ
た
牛
馬
骨
や
多
数
の
漁
網
錘
な
ど
多
様
な
職
能
民
の
存
在
を
示
す
遺

物
遺
構
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
ノ
辻
職
能
民
の
活
動
は
　
『
水
走
文
書
』
　
に
み
ら
れ
る
河
内
国
大
江
御
厨
に
関
す
る
記
載
と
同
期
す
る
こ
と
か
ら
、

彼
ら
は
兄
部
水
走
氏
に
統
率
さ
れ
た
供
御
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
西
ノ
辻
供
御
人
は
、
水
走
氏
お
よ
び
皇
室
の
三
者
に
よ
る
利
害
一
致
の

も
と
に
、
約
二
〇
〇
年
間
「
大
津
」
を
拠
点
に
大
江
御
厨
山
本
を
独
占
的
に
支
配
し
て
い
た
が
、
水
走
氏
の
衰
退
と
と
も
に
大
江
御
厨
山
本
は
解
体
さ
れ
、
彼

ら
の
活
動
も
消
滅
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

一
は
じ
め
に

動
物
考
古
学
の
手
法
が
、
現
在
の
被
差
別
部
落
の
起
源
や
歴
史
、

被
差
別
部
落
の
構
成
員
や
あ
る
い
は
卑
購
祝
さ
れ
た
人
々
の
具
体

的
な
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
動
物
骨
＝
穣
れ
と
い
う
単
純
な
図

式
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
屠
畜

が
被
差
別
部
落
産
業
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
こ
で
生
産
さ
れ

た
食
肉
や
皮
、
毛
、
脂
、
骨
な
ど
の
流
通
、
こ
れ
ら
の
二
次
加
工

に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
産
業
が
明
治
以
前
か

ら
伝
統
的
に
卑
頗
祝
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
と
い
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3　河内国大江御厨供御人の多様な活動とその消長

う
こ
と
を
知
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
つ
ま
り
、
動
物
考
古
学
に
も

と
づ
く
購
民
研
究
は
、
現
代
社
会
の
経
験
則
や
文
献
史
学
か
ら
の

援
用
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
が
な
け
れ
ば
卑

購
祝
さ
れ
た
人
々
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
家
日
記
や
訴
状
、
絵
図
な
ど
か
ら
断
片
的
に

購
民
の
活
動
を
読
み
取
る
文
献
史
学
と
は
異
な
り
、
考
古
学
は
、

卑
購
祝
さ
れ
た
人
々
の
活
動
内
容
や
そ
の
多
様
性
、
彼
ら
が
居
住

し
た
集
落
の
歴
史
的
な
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
を
も
つ
。

松
井
　
（
一
九
八
七
、
一
九
九
七
）
　
は
、
大
阪
府
城
山
遺
跡
　
（
大

阪
市
平
野
区
書
長
出
戸
）
　
か
ら
出
土
し
た
故
意
に
後
頭
部
が
破
壊

さ
れ
た
馬
の
頭
蓋
骨
（
奈
良
時
代
）
　
が
、
『
養
老
厩
牧
令
』
　
「
官
馬

牛
死
条
」
　
の
規
定
に
従
っ
て
脳
髄
が
取
り
出
さ
れ
、
『
延
書
式
』

に
み
え
る
「
削
暴
和
脳
磋
乾
一
人
半
」
　
の
記
載
か
ら
、
こ
の
脳
髄

が
脳
柴
揉
し
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、

平
城
京
内
で
官
営
工
房
が
集
中
す
る
西
市
お
よ
び
東
市
周
辺
の
清

か
ら
出
土
す
る
多
数
の
牛
馬
骨
が
、
屠
畜
お
よ
び
発
牛
馬
処
理
に

よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
し
、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も

雑
戸
な
ど
の
購
民
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
た
。

久
保
（
一
九
九
五
）
　
は
近
世
の
大
坂
城
下
町
で
出
土
し
た
牛
馬

骨
お
よ
び
骨
製
品
と
そ
の
未
製
品
の
分
析
か
ら
、
骨
製
品
の
製
作

工
程
や
骨
細
工
職
人
の
存
在
、
さ
ら
に
は
牛
馬
骨
の
供
給
シ
ス
テ

ム
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
関

わ
っ
た
人
々
が
卑
購
祝
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

現
在
の
被
差
別
部
落
内
に
位
置
す
る
大
阪
府
東
遺
跡
　
（
貝
塚
市

教
育
委
員
会
、
一
九
九
人
）
　
や
兵
庫
県
若
宮
遺
跡
　
（
藤
田
ほ
か
、
二

〇
〇
二
）
、
滋
賀
県
小
篠
原
遺
跡
（
松
井
・
宮
路
、
二
〇
〇
三
）
で
は
、

溝
や
土
坑
に
廃
棄
さ
れ
た
多
数
の
解
体
さ
れ
た
動
物
骨
が
み
つ
か

っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
中
世
に
は
購
民
が
そ
の
場
で
動
物
解
体
な

ど
の
活
動
を
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
ら
の
成
果
は
、
い
ず
れ
も
出
土
動
物
骨
を
中
心
と
し
た
雑

戸
や
皮
多
、
河
原
者
、
皮
剥
ぎ
な
ど
と
称
さ
れ
た
購
民
の
活
動
に

つ
い
て
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
小
塙
で
は
こ
の
よ
う
な
枠
組

み
を
越
え
て
、
す
で
に
文
献
史
学
に
お
け
る
購
民
研
究
で
は
避
け

て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
能
民
の
活
動
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

そ
こ
で
、
大
阪
府
西
ノ
辻
遺
跡
（
東
大
阪
市
西
石
切
町
）
　
の
考
古

資
料
と
河
内
国
大
江
御
厨
に
関
係
す
る
文
献
資
料
か
ら
、
供
御
人

の
多
様
な
活
動
と
そ
の
消
長
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で

西
ノ
辻
遺
跡
を
取
り
あ
げ
る
の
は
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け
て
同
遺
跡
で
牛
馬
屠
畜
や
牛
馬
解
体
処
理
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
や
、
他
の
職
能
に
関
わ
る
人
々
が
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る

遺
物
が
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
（
別
所
、

二
〇
〇
五
）
。
ま
た
、
古
代
末
か
ら
中
世
を
通
じ
て
西
ノ
辻
遺
跡

周
辺
が
皇
室
領
河
内
国
大
江
御
厨
で
あ
っ
た
こ
と
が
文
献
資
料
か
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ら
わ
か
り
、
御
厨
を
活
動
舞
台
と
し
た
供
御
人
の
存
在
が
示
唆
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
供
御
人
の
存
在
形
態

供
御
人
と
は
平
安
時
代
後
期
か
ら
中
世
前
半
に
か
け
て
皇
室
の

支
配
下
に
属
し
、
皇
室
に
初
尾
と
し
て
の
食
材
を
貢
進
す
る
か
わ

り
に
課
役
免
除
や
津
・
泊
・
関
・
渡
の
自
由
通
行
権
、
御
厨
に
お

け
る
漁
業
の
独
占
的
支
配
権
を
も
っ
た
職
能
集
団
を
さ
す
。
供
御

人
と
同
義
の
呼
称
と
し
て
、
神
人
、
寄
人
、
供
祭
人
な
ど
が
あ
り
、

一
〇
世
紀
ご
ろ
か
ら
集
団
が
所
属
す
る
本
所
に
よ
っ
て
呼
称
が
区

別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（
網
野
、
一
九
八
九
）
。
ま
た
、

供
御
人
は
皇
室
に
従
属
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
宮
浜
供
御
人
が

祇
園
社
大
宮
駕
輿
丁
を
、
あ
る
い
は
鵜
飼
の
桂
供
御
人
の
女
性
が

遊
女
を
兼
ね
た
よ
う
に
い
く
つ
も
の
本
所
に
従
属
し
、
さ
ら
に
は

様
々
な
職
能
を
独
占
化
し
、
特
権
的
地
位
を
形
成
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。

供
御
人
の
直
接
の
起
源
は
古
代
の
　
「
揺
T
」
　
に
求
め
ら
れ
、
さ

ら
に
そ
れ
は
「
贅
戸
」
あ
る
い
は
「
贅
人
」
に
遡
る
と
さ
れ
る
。
『
令

義
解
』
　
で
は
雑
供
戸
を
「
謂
、
鵜
飼
、
江
人
、
網
引
等
之
類
也
」

と
し
、
彼
ら
は
贅
戸
あ
る
い
は
賢
人
と
呼
ば
れ
た
。
贅
戸
・
贅
人

は
皇
室
に
隷
属
し
て
海
産
物
な
ど
の
御
贅
を
貢
進
し
、
や
は
り
課

役
免
除
を
受
け
て
い
た
。
網
野
（
一
九
九
三
）
　
は
、
贅
戸
・
贅
人

は
皇
室
へ
の
「
初
尾
」
　
の
貢
進
を
通
じ
て
「
聖
」
な
る
世
界
と
関

わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
平
民
と
は
異
な
る
立
場
に
自
ら
を
置

い
た
と
し
た
。

い
っ
ぼ
う
、
平
城
京
内
で
は
舞
牛
馬
処
理
工
房
が
生
活
汚
水
の

集
ま
る
京
内
南
端
で
操
業
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
　
（
松
井
、

一
九
九
七
）
、
律
令
制
下
に
お
い
て
も
触
穣
回
避
や
殺
生
禁
断
の

意
識
が
働
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
同
時
に
舞
牛
馬
処
理
に
従
事

し
た
人
々
は
、
舞
牛
馬
と
い
う
「
ケ
ガ
レ
」
を
解
体
処
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
ハ
ラ
エ
」
、
「
キ
ヨ
メ
」
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
舞
牛
馬
処
理
に
従
事
し
た
古
代

の
人
々
は
中
世
の
非
人
と
何
ら
遜
色
な
い
が
、
も
っ
と
も
違
う
点

は
黒
田
（
一
九
六
七
）
や
網
野
（
一
九
九
四
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

中
世
の
非
人
は
国
家
制
度
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
身
分
外
の
身

分
で
あ
っ
た
点
に
あ
ろ
う
。
皇
室
へ
の
初
尾
貢
進
と
引
き
換
え
に

様
々
な
特
権
を
得
た
供
御
人
も
ま
た
、
身
分
外
の
身
分
で
あ
り
、

特
定
の
領
域
内
で
そ
の
特
権
を
行
使
し
て
、
海
産
物
を
点
じ
め

様
々
な
手
工
業
製
品
や
生
産
物
を
独
占
的
に
販
売
し
て
い
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
供
御
人
が
経

済
的
に
自
立
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
律
令
制
下
で
制

度
的
に
国
家
に
組
み
込
ま
れ
た
贅
戸
・
贅
人
と
は
異
質
の
集
団
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。



5　河内国大江御厨供御人の多様な活動とその消長

蟄
戸
・
贅
人
は
の
ち
に
格
丁
と
し
て
再
編
さ
れ
、
御
厨
の
揺
丁

に
は
定
員
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仁
和
元
年
（
八
八
五
）

六
月
七
日
に
は
、
江
長
や
贅
戸
を
廃
止
し
、
河
内
国
に
は
三
〇
人

の
格
丁
が
置
か
れ
　
（
冒
一
代
実
録
』
）
、
さ
ら
に
　
『
延
書
式
』
　
（
巻
三

九
内
膳
司
）
　
に
は
「
凡
山
城
。
河
内
。
摂
津
。
泉
等
国
。
江
綱
曳

御
厨
所
請
格
丁
。
江
升
人
。
網
曳
五
十
人
」
と
あ
り
、
河
内
国
に

も
江
三
〇
人
と
網
引
五
〇
人
の
揺
丁
が
置
か
れ
て
い
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
御
厨
の
領
域
の
拡
張
傾
向
や
揺
丁
の
増
加
傾
向
は
、

寛
平
四
年
（
八
九
二
）
　
五
月
一
五
日
の
太
政
官
符
「
応
禁
止
公
私

点
領
江
河
池
沼
等
事
」
　
（
『
類
衆
三
代
格
』
）
　
に
う
か
が
え
、
つ
い
に

は
延
喜
の
荘
園
整
理
令
の
一
つ
で
あ
る
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
　
三

月
一
二
日
の
太
政
官
符
で
「
応
停
止
臨
時
御
厨
井
諸
院
諸
官
王
臣

家
厨
事
」
．
（
『
類
衆
三
代
格
』
）
と
命
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
　
（
布
施
市

史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
二
）
。

≡
　
河
内
国
大
江
御
厨
と
兄
部
水
走
氏

河
内
国
の
御
厨
に
つ
い
て
は
『
類
衆
国
史
』
巻
第
三
三
「
御
厨
」

に
「
淳
和
天
皇
天
長
八
年
五
月
戊
申
（
一
一
日
）
。
停
止
河
内
国

供
御
。
場
外
赤
江
。
境
内
赤
江
二
処
。
走
竹
門
江
。
賀
沼
絶
間
江
。

大
治
江
三
処
。
又
停
摂
津
国
僕
御
江
四
処
」
と
み
え
、
天
長
八
年

（
八
三
こ
に
「
堤
外
赤
江
」
と
「
場
内
赤
江
」
が
廃
止
さ
れ
、
「
竹

門
江
」
「
賀
沼
絶
間
江
」
「
大
治
江
」
　
の
供
御
江
が
置
か
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
こ
で
い
う
竹
門
江
、
賀
沼
絶
間
江
、
大
治
江
は
後

に
「
河
内
国
大
江
御
厨
」
と
し
て
絵
称
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

先
の
　
「
赤
江
」
は
し
ば
し
ば
現
在
の
大
東
市
赤
井
に
比
定
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
『
山
科
家
旧
蔵
文
書
』
　
元
永
二
年
〓
一
一
九
）

七
月
一
六
日
官
宣
旨
に
は
「
応
遣
官
使
、
任
延
喜
五
年
国
司
請
文
、

令
検
注
言
上
大
江
御
厨
四
至
井
供
御
人
交
名
在
家
免
田
地
所
等

事
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
　
『
山
塊
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
　
九

月
一
七
日
の
河
内
国
大
江
御
厨
の
訴
え
事
に
は
「
一
、
国
中
池
河

津
等
任
延
喜
五
年
牒
可
為
御
厨
領
事
」
と
あ
り
、
延
喜
五
年
（
九

〇
五
）
　
に
河
内
国
大
江
御
厨
が
一
定
の
再
編
を
受
け
、
そ
の
領
域

や
供
御
人
の
定
員
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
　
『
水
走
文
書
』
　
の
諸
譲
状
お
よ
び
処
分
目
録
か
ら
は
、

平
安
時
代
末
頃
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
代
々
水
走
家
が
河
内
国

大
江
御
厨
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
建
長
四

年
（
一
二
五
二
）
六
月
三
日
の
藤
原
（
水
走
）
康
高
譲
状
に
は
「
一
、

大
江
御
厨
山
本
河
俣
両
執
当
職
井
　
御
　
宣
旨
御
牒
　
大
治
長
承

里
券
　
水
野
河
井
広
見
池
細
江
等
」
が
み
え
、
さ
ら
に
同
譲
状
に

挙
げ
ら
れ
た
財
産
目
録
は
「
左
衛
門
尉
藤
原
康
高
之
先
祖
伝
之
諸

職
私
領
也
」
と
あ
る
。
水
野
河
に
つ
い
て
は
「
氷
野
」
が
現
在
の

大
東
市
水
野
に
比
定
さ
れ
、
北
河
内
を
流
れ
て
い
た
河
川
を
指
し

て
い
る
。
広
見
池
は
、
近
世
に
「
深
野
池
」
お
よ
び
「
新
開
池
」

部落解放研究Ⅰも1652（犯5．8
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と
呼
ば
れ
た
東
大
阪
市
北
部
か
ら
大
東
市
に
か
け
て
広
が
っ
て
い

た
水
域
を
指
し
て
い
る
。
「
執
当
」
　
に
つ
い
て
は
未
だ
そ
の
職
務

が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
お
む
ね
現
地
管
理
と
解
さ
れ
、
平
安

時
代
末
の
水
走
季
息
以
来
、
水
走
氏
が
大
江
御
厨
の
管
理
に
あ
た

り
、
供
御
人
を
統
率
す
る
兄
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
江
御
厨
の
領
域
に
つ
い
て
は
大
江
御
厨
の
訴
え
事
（
『
山
塊

記
』
応
保
元
年
九
月
一
七
日
）
に
「
国
中
池
河
津
」
と
あ
る
ほ
か
に
、

「
一
、
本
田
二
百
升
丁
外
被
新
加
百
升
丁
宛
、
毎
日
一
丁
料
田
限

永
代
無
脾
怠
弁
進
供
御
事
」
、
「
一
、
本
田
之
内
或
河
或
荒
廃
、
仇

以
田
領
熟
所
被
立
改
事
」
、
「
平
岡
恩
智
両
庄
如
元
可
為
御
厨
領
事
」

と
あ
り
、
御
厨
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
供
御
免
田
（
御
園
）
も
拡

大
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
兵
範
記
』
嘉
応
二
年
（
一

一
七
〇
）
一
〇
月
巻
に
は
「
摂
津
国
大
江
御
厨
」
が
み
え
、
さ
ら

に
平
安
後
期
の
御
厨
子
所
領
に
は
河
内
国
大
江
御
厨
、
御
厨
内
摂

津
渡
辺
、
同
厨
内
津
村
郷
が
あ
り
（
奥
野
、
一
九
四
四
）
、
同
時
期

に
は
淀
川
河
口
付
近
に
ま
で
大
江
御
厨
の
領
域
が
及
ん
で
い
た
と

さ
れ
る
　
（
布
施
市
史
編
纂
委
貞
会
、
一
九
六
二
）
。
し
か
し
な
が
ら

河
内
の
「
国
中
池
河
津
」
に
は
疑
周
が
あ
り
、
誇
張
さ
れ
た
表
現

で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
布
施
市
史
編
纂
委
員
会
（
一
九
六
二
）

は
、
『
水
走
文
書
』
　
の
譲
状
に
み
え
る
「
大
江
御
厨
山
本
河
俣
両

執
当
職
」
を
根
拠
に
、
現
在
の
八
尾
市
山
本
付
近
や
東
大
阪
市
川

俣
付
近
を
、
拠
点
＝
供
御
物
を
集
積
管
理
す
る
津
で
あ
っ
た
と
主

張
し
て
い
る
。
「
河
俣
」
は
　
『
延
書
式
』
　
「
神
名
帳
」
に
「
川
俣
神

社
」
が
み
ら
れ
、
『
新
撰
姓
氏
録
』
　
に
も
「
川
俣
公
日
下
部
連
同

視
彦
坐
命
之
後
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
代
か
ら
の
地
名
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
「
山
本
」
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）

に
玉
串
川
河
床
で
新
田
を
開
発
し
た
山
中
庄
兵
衛
・
本
山
重
英
両
、

者
の
名
字
か
ら
先
頭
文
字
を
と
っ
た
名
称
「
山
本
新
田
」
で
あ
り
、

時
期
が
新
し
く
、
「
山
本
河
俣
」
を
拠
点
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら

な
い
。
お
そ
ら
く
は
「
山
本
河
俣
」
は
漠
然
と
し
た
地
域
を
指
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
「
山
本
」
は
生
駒
山
系
の
山
麓
一
帯
の
低
地
を
、

「
河
俣
」
は
旧
大
和
川
の
分
流
路
を
意
味
し
、
こ
れ
ら
の
下
流
に

位
置
す
る
「
広
見
池
」
や
淀
川
河
口
付
近
ま
で
が
河
内
国
大
江
御

厨
の
領
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
　
（
図
1
）
。
無
論
、
こ
の
領

域
は
古
代
中
世
を
通
じ
て
二
疋
し
た
も
の
で
は
な
く
、
た
び
た
び

増
減
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
大
江
御
厨
の
管
理
に
あ
た
っ
た
水
走
氏
は
旧
河
内
郡
を
拠

点
と
し
た
土
豪
的
御
家
人
　
（
林
屋
、
一
九
八
三
）
　
で
あ
り
、
「
大
江

御
厨
山
本
河
俣
両
執
当
職
」
と
し
て
皇
室
と
密
接
な
関
係
せ
も
つ

い
っ
ぼ
う
で
、
『
水
走
文
書
』
　
「
源
（
水
走
）
康
忠
解
状
案
」
　
（
寿

永
三
年
（
一
一
人
四
）
　
二
月
）
　
お
よ
び
「
源
義
経
書
状
案
」
　
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
で
も
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う

に
代
々
水
走
家
が
兄
部
を
勤
め
大
江
御
厨
を
管
理
し
て
き
た
が
、

『
水
走
文
書
』
　
の
諸
譲
状
お
よ
び
注
進
状
か
ら
は
、
室
町
時
代
以
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図1河内国大江御厨「河俣」およぴ「山本」
の領域。

降
に
大
江
御
厨
の
支
配
が
及
ば
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

水
走
家
の
財
産
譲
渡
は
始
祖
季
忠
に
始
ま
り
、
康
忠
、
康
綱
、

康
高
、
康
茂
、
忠
雄
、
康
政
、
忠
名
、
忠
直
、
忠
夏
、
忠
武
、
長

忠
の
順
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
、
『
水
走
文
書
』
　
の
諸
譲

状
や
注
進
状
か
ら
う
か
が
え
、
こ
の
う
ち
譲
状
に
財
産
目
録
が
示

さ
れ
て
い
る
の
は
、
康
高
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
康
高
譲
状
は
先

に
示
し
た
と
お
り
で
、
こ
れ
に
次
ぐ
「
忠
茂
調
度
証
文
日
録
」
（
正

応
五
年
（
一
二
九
二
）
正
月
）
　
に
も
「
大
江
御
厨
山
本
河
俣
両
執

当
職
任
補
　
宣
旨
御
牒
　
長
承
里
券
　
氷
野
河
広
見
池
細
江
等

私
領
四
ケ
里
内
券
文
」
と
同
様
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
「
沙
弥
行

意
（
忠
雄
）
　
譲
状
」
　
（
正
中
（
一
三
二
五
）
　
二
年
三
月
五
日
）
、
「
康

政
譲
状
」
　
（
元
弘
九
年
（
一
二
七
九
）
二
月
二
〇
日
）
、
「
忠
夏
譲
状
」

（
至
徳
元
年
（
一
三
四
八
）
　
二
月
二
〇
日
）
に
は
、
「
諸
職
諸
領
」
、

「
諸
職
」
、
「
所
領
職
」
と
あ
る
だ
け
で
、
大
江
御
厨
に
つ
い
て
は

詳
し
い
記
載
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
「
忠
夏
譲
与
目
録
」

（
至
徳
元
年
八
月
二
二
日
）
　
に
は
「
一
所
　
供
御
助
成
名
一
所

河
俣
御
厨
執
当
給
一
所
　
水
野
小
川
浮
津
」
と
再
び
御
厨
に
関

す
る
記
載
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
「
山
本
河
俣

両
執
当
」
で
は
な
く
、
「
河
俣
御
厨
執
当
」
に
な
っ
て
お
り
、
「
山

本
」
執
当
職
は
忠
夏
の
代
で
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

「
長
忠
知
行
注
進
状
」
（
応
永
二
二
年
（
一
四
一
六
）
三
月
）
に
は
「
一
、

河
内
郡
散
在
田
畠
諸
職
等
内
」
「
大
江
御
厨
助
別
名
」
、
「
一
、
河

俣
御
厨
執
当
職
」
、
「
一
、
氷
野
河
浮
津
」
と
あ
る
が
、
「
長
忠
本

領
注
進
状
」
　
（
同
）
　
に
は
「
一
、
河
俣
御
厨
惣
追
補
使
職
　
こ
れ

ハ
む
す
ミ
方
知
行
」
、
「
一
、
供
御
職
事
給
　
こ
れ
ハ
む
す
ミ
方
知

行
」
と
あ
り
、
水
走
氏
に
よ
る
大
江
御
厨
の
支
配
が
室
町
時
代
以

降
に
い
っ
そ
う
弱
ま
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

四
　
西
ノ
辻
遺
跡
に
み
ら
れ
る
職
能
民
の
活
動

西
ノ
辻
遺
跡
は
大
阪
府
東
大
阪
市
西
石
切
町
三
丁
目
に
所
在

部落解放研究Nn1652005．8
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図3

∴ウマ1春男β
NTZ12（三強－2）調査区でみられた平安時代開削溝出土獣骨の分布。大阪府教育委員会作成原図

に加筆。別所（2005）より。

（
2
）
平
安
・
鎌
倉
時
代
開
削
溝
出
土
牛
馬
骨

平
安
・
鎌
倉
時
代
自
然
流
路
か
ら
取
水
す
る
た
め
に
開
削
さ
れ

た
人
工
清
か
ら
多
数
の
獣
骨
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
開
削
溝
は

自
然
流
路
か
ら
西
へ
直
線
状
に
延
び
、
途
中
で
北
に
九
〇
度
方
向

を
変
え
て
再
び
自
然
流
路
に
排
水
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

取
水
部
に
は
杭
列
や
護
岸
用
の
右
列
が
あ
り
、
取
水
を
調
節
す
る

た
め
の
堰
が
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
開
削
溝
は
幾
筋
か
の
溝

が
互
い
に
重
複
し
合
っ
て
検
出
さ
れ
、
溝
ど
う
し
の
切
り
合
い
関

係
や
供
伴
す
る
土
器
型
式
差
か
ら
分
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図

2
。
以
下
、
平
安
時
代
の
遺
物
を
供
伴
す
る
溝
を
「
平
安
時
代
開
削
溝
」
、

鎌
倉
時
代
の
そ
れ
を
「
鎌
倉
時
代
開
削
溝
」
と
呼
称
）
。

平
安
時
代
開
削
溝
は
幅
二
・
五
m
、
深
さ
一
m
を
測
る
。
N
T

Z
9
お
よ
び
E
T
R
2
5
調
査
区
で
は
と
く
に
密
集
し
た
状
態
で
多

数
の
獣
骨
が
出
土
し
た
。
同
定
資
料
は
三
四
一
点
を
数
え
、
も
っ

と
も
出
現
頻
度
が
高
い
も
の
は
馬
の
骨
で
、
牛
、
犬
が
こ
れ
に
続

く
。
牛
馬
骨
に
は
各
部
位
の
も
の
が
み
ら
れ
、
選
択
的
に
廃
棄
さ

れ
た
様
子
は
な
い
。
N
T
Z
1

3
（
繋
・
2
）
調
査
区
で
出
土
し
た

獣
骨
の
う
ち
、
ウ
マ
1
は
解
体
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
興

味
深
い
分
布
を
な
し
て
い
る
（
図
3
）
。
ウ
マ
1
は
平
安
時
代
開

削
溝
の
西
側
岸
寄
り
の
溝
底
に
五
〇
C
m
X
一
二
〇
C
m
の
範
囲
に
か

け
て
分
布
す
る
。
指
骨
の
一
部
や
右
脛
骨
が
欠
損
す
る
も
の
の
他

の
部
位
は
揃
っ
て
お
り
、
北
か
ら
南
に
か
け
て
、
下
顎
骨
、
交
連
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す
る
左
右
上
腕
骨
・
榛
骨
、
頭
蓋
骨
、
交
達
す
る
頚
椎
・
胸
椎
・

腰
椎
・
肋
骨
、
交
達
す
る
腰
椎
・
仙
骨
・
寛
骨
・
左
大
腿
骨
、
左

脛
骨
、
右
大
腿
骨
の
順
に
分
布
す
る
。
頭
蓋
骨
に
は
打
撃
痕
が
な

く
、
上
腕
骨
や
模
骨
、
大
腿
骨
の
骨
端
は
故
意
に
破
壊
さ
れ
た
痕

跡
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
骨
の
分
布
や
交
達
す
る
部
位
か

ら
は
、
四
肢
骨
の
付
け
根
付
近
、
頚
部
、
腰
部
が
切
断
箇
所
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
部
位
ご
と
に
切
断
し
な

が
ら
、
肉
や
内
臓
を
取
り
出
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

い
っ
ぼ
う
、
鎌
倉
時
代
開
削
溝
は
平
安
時
代
開
削
溝
と
ほ
ぼ
重

な
り
合
っ
た
位
置
で
検
出
し
て
い
る
。
最
大
幅
は
約
八
m
、
深
さ

最
大
一
・
五
m
を
測
る
が
、
こ
れ
は
溝
の
埋
積
が
進
む
た
び
に
渡

諜
せ
ず
に
、
隣
に
新
た
な
溝
を
掘
り
直
す
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
見
か
け
上
の
幅
が
広
く
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

溝
の
埋
積
に
伴
う
掘
り
直
し
は
先
の
平
安
時
代
開
削
溝
以
来
続
い

て
い
た
。
N
T
Z
9
お
よ
び
K
T
R
2
5
調
査
区
で
は
同
定
資
料
が

三
五
九
点
を
数
え
、
や
は
り
馬
、
牛
、
大
の
順
で
出
現
頻
度
が
高

い
。
獣
骨
は
堰
部
で
や
や
密
集
し
て
出
土
し
て
い
る
も
の
の
、
全

体
的
に
は
散
在
し
て
い
た
。

い
ず
れ
の
開
削
溝
の
牛
馬
骨
も
平
安
・
鎌
倉
時
代
自
然
流
路
出

土
牛
馬
骨
と
同
様
、
若
い
個
体
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
や
故
意
に

破
壊
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
り
、
開
削
溝
周
辺
は
牛
馬
解
体
作
業
場
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
開
削
溝
周
辺
の
井
戸
や

平
安
・
鎌
倉
時
代
自
然
流
路
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
解

体
時
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
刀
子
や
包
丁
、
斧
、
鎌
な
ど

の
道
具
類
が
み
ら
れ
た
（
図
4
）
。
こ
れ
ら
の
道
具
類
は
供
伴
す

る
土
器
か
ら
鎌
倉
時
代
後
期
～
室
町
時
代
初
頭
に
比
定
さ
れ
る
。

（
3
）
供
犠
さ
れ
た
馬

平
安
・
鎌
倉
時
代
自
然
流
路
右
岸
か
ら
約
五
〇
m
離
れ
た
と
こ

ろ
に
位
置
す
る
N
T
Z
1
1
（
5
7
・
4
）
調
査
区
の
平
安
時
代
末
の

井
戸
1
5
か
ら
は
、
馬
の
頭
蓋
骨
と
鹿
の
足
の
骨
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
井
戸
は
埋
没
し
た
流
路
上
に
掘
ら
れ
た
も
の
で
、
直
径
約

二
・
二
m
の
不
整
円
形
を
な
七
、
断
面
形
状
は
逆
凸
形
状
で
深
さ

二
二
一
m
以
上
を
測
る
。
井
戸
の
底
は
自
然
に
溜
ま
っ
た
泥
で
埋

ま
り
、
そ
の
上
は
人
為
的
に
埋
め
戻
さ
れ
た
堆
積
層
が
載
っ
て
い

た
。
馬
の
頭
蓋
骨
と
鹿
の
足
の
骨
は
泥
層
の
直
上
に
置
か
れ
た
三

個
の
人
頭
大
の
石
の
さ
ら
に
上
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
、
井
戸

の
廃
棄
に
伴
う
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

祭
祀
に
供
さ
れ
た
馬
の
頭
蓋
骨
前
頭
部
に
は
七
C

m
X
六
C
m
の
殴

打
に
よ
る
陥
没
が
み
ら
れ
る
。
供
犠
を
示
唆
す
る
が
環
椎
以
下
の

頚
椎
は
な
く
、
白
骨
化
し
た
屠
馬
の
頭
蓋
骨
を
供
し
た
可
能
性
が

高
い
。
鹿
の
足
は
中
足
骨
、
基
節
骨
、
中
節
骨
、
末
節
骨
が
交
達

し
た
状
態
で
検
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
肉
付
き
の
状
態
で
供
さ
れ

た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
井
戸
の
神
に
生
贅
と
し

て
の
動
物
を
捧
げ
た
の
で
は
な
く
、
形
だ
け
の
供
犠
が
行
わ
れ
て

部落解放研究Nq1652（カ5．8
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い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

2
漁
携
活
動

西
ノ
辻
遺
跡
で
は
平
安
時
代
末
頃
か
ら
室
町
時
代
初
頭
の
遺
物

が
供
伴
す
る
井
戸
な
ど
の
遺
構
か
ら
、
二
五
〇
点
以
上
の
漁
網
錘

が
み
つ
か
っ
て
い
る
。
決
し
て
膨
大
な
数
と
は
言
え
な
い
が
、
当

該
期
の
遺
構
が
後
世
に
削
平
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
実
際

に
は
こ
れ
以
上
の
漁
網
錘
が
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
よ

う
。
こ
れ
ら
の
漁
網
錘
は
小
型
の
管
状
土
錘
で
、
お
お
む
ね
長
さ

三
〇
～
七
〇
m
m
、
直
径
八
～
二
〇
m
の
も
の
で
あ
る
。
N
T
Z
1
1

（
5
7
・
4
）
調
査
区
の
土
坑
八
か
ら
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
遺
物
に

供
伴
し
て
計
五
二
点
の
漁
網
錘
が
出
土
し
て
い
る
が
（
図
4
）
、

そ
の
ま
と
ま
っ
た
数
か
ら
は
、
漁
網
に
錘
が
取
り
付
け
ら
れ
た
状

態
で
土
坑
内
に
置
か
れ
、
埋
没
後
に
漁
網
が
い
ち
早
く
風
化
し
て

な
く
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

い
っ
ぼ
う
、
N
T
Z
1
1
（
5
7
－
4
）
お
よ
び
2
2
調
査
区
で
は
僅

か
で
は
あ
る
が
薦
や
延
な
ど
の
敷
物
や
、
簾
を
編
む
た
め
の
コ
モ

ゲ
タ
が
、
N
T
Z
1

8
（
5
9
・
3
）
お
よ
び
N
T
Z
1
1
（
5
7
・
4
）
、

K
T
R
2
5
調
査
区
で
は
縦
糸
を
垂
ら
す
た
め
の
錘
（
ツ
チ
ノ
コ
）

が
出
土
し
て
い
る
（
図
4
）
。
平
安
時
代
未
か
ら
鎌
倉
時
代
の
も

の
で
あ
る
。
水
域
の
縁
辺
で
採
集
さ
れ
た
菰
や
葦
が
集
落
に
持
ち

込
ま
れ
、
延
や
簾
、
薦
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

3
　
蘇
民
将
来
札
と
陰
陽
師

平
安
時
代
末
～
室
町
時
代
初
頭
（
一
二
～
一
四
世
紀
）
　
の
計
八

点
の
蘇
民
将
来
札
が
井
戸
を
中
心
と
す
る
遺
構
か
ら
出
土
し
て

い
る
（
図
4
）
。
井
上
（
二
〇
〇
こ
は
蘇
民
将
来
札
が
西
ノ
辻
遺

跡
に
偏
在
す
る
こ
と
と
、
同
遺
跡
で
は
硯
が
多
数
出
土
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
同
集
落
内
で
の
蘇
民
将
来
札
の
作
成
が
可
能
で
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
『
河
内
国
河
内
郡
土
地
売
券
』

（
昌
泰
二
、
三
年
（
七
九
九
、
八
〇
〇
）
）
　
の
証
人
の
一
人
に
「
陰
陽

寮
史
生
正
六
位
上
額
田
首
大
国
麻
呂
」

が
み
ゝ

間
（
一
三
九
四
～
一
四
二
八
）
年
間

た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
鎮
宅
霊
符
神
社lこ
泰阜言ヵ
姦悪型チ
酢門誓え
両家
にか

ら

勧飢

、
さ
ら
に
応
永
年

‥
し
上
、
つ

話
さ
れ

鎮
座
し
、
今

も
な
お
歴
代
組
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
ノ
辻

遺
跡
周
辺
地
域
が
平
安
時
代
以
降
、
陰
陽
道
と
深
い
結
び
つ
き
が

あ
り
、
蘇
民
将
来
札
は
陰
陽
師
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し

た
。

4
鋳
物
師
・
鍛
冶

N
T
Z
9
調
査
区
か
ら
は
鋳
型
が
、
N
T
Z
一
人
（
5

9
・
3
）

お
よ
び
N
T
Z
2
3
調
査
区
か
ら
は
稀
羽
口
が
（
図
4
）
、
さ
ら
に

K
T
R
2
3
（
5
7
－
5
）
調
査
区
か
ら
は
鉄
淳
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
遺
物
は
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
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断
片
的
な
資
料
し
か
み
ら
れ
な
い
が
、
製
鉄
関
連
遺
物
が
出
土
し

て
い
る
こ
と
は
鋳
物
師
や
鍛
冶
が
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

以
上
の
よ
う
な
職
能
を
示
す
遺
物
遺
構
以
外
に
、
曲
物
や
結
物

な
ど
め
木
製
容
器
類
や
石
製
摺
臼
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
に
も
注
目

す
る
と
、
西
ノ
辻
遺
跡
で
は
牛
馬
解
体
や
漁
拷
が
行
わ
れ
て
い
た

ほ
か
、
陰
陽
師
や
鋳
物
師
・
鍛
冶
、
石
細
工
、
櫓
物
師
の
存
在
が

確
認
で
き
、
多
様
な
職
能
民
が
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

西
ノ
辻
遺
跡
で
は
こ
の
よ
う
な
職
能
民
の
活
動
は
平
安
時
代
末
頃

に
始
ま
牛
室
町
時
代
初
頭
に
は
一
斉
に
消
滅
す
る
。
室
町
時
代

以
降
の
周
辺
は
、
職
能
民
の
作
業
場
に
代
わ
っ
て
、
潅
漑
施
設
と

し
て
の
溝
や
井
戸
を
伴
う
耕
作
地
が
卓
越
す
る
よ
う
に
な
る
。

五
　
河
内
国
大
江
御
厨
「
山
本
」
と

西
ノ
辻
供
御
人
の
盛
衰

平
安
時
代
末
～
室
町
時
代
初
頭
の
西
ノ
辻
遺
跡
の
住
人
が
河
内

国
大
江
御
厨
の
供
御
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
多
数
出
土
す
る
漁
網

錘
か
ら
容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
大
江
御
厨
の
訴
え
事
（
『
山

塊
記
』
応
保
元
年
九
月
一
七
日
）
　
に
は
「
一
、
停
止
法
通
寺
妨
、

如
旧
可
随
進
止
事
」
と
あ
り
、
法
通
寺
が
西
ノ
辻
遺
跡
の
隣
接
地

に
あ
っ
た
こ
と
も
傍
証
の
一
つ
に
な
ろ
う
。
西
ノ
辻
遺
跡
の
住
人

が
供
御
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
橋
本
（
一
九
九
七
）
　
や
井
上
　
（
二

0
〇
一
）
　
に
よ
る
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
、
西
ノ
辻
遺
跡
が
漁
拷
活
動
を
行
う
う
え
で
重
要
な
位
置

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
『
水
走
文
書
』
　
の
記
載
と
西
ノ
辻
遺

跡
の
動
向
が
同
期
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

西
ノ
辻
遺
跡
の
西
方
一
・
五
血
の
旧
吉
田
川
自
然
堤
防
上
に
は

現
在
、
式
内
「
大
津
神
社
」
が
鎮
座
し
て
い
る
。
現
在
の
位
置
に

同
社
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
周
辺
の
発
掘
調
査
成
果
か
ら
室
町
時

代
頃
と
さ
れ
る
が
、
式
内
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
近

隣
に
鎮
座
し
、
場
所
を
転
々
と
移
し
な
が
ら
現
在
の
位
置
に
至
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
社
の
由
緒
は
定
か
で
は
な
い
が
、
付
近
一

帯
に
は
「
古
水
走
」
と
い
う
小
字
が
残
り
、
周
辺
は
水
走
氏
と
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
こ
こ
に
水
走
氏
と
大
津

神
社
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
大
津
」
と
い
う
社
名

に
つ
い
て
は
、
船
舶
が
停
泊
す
る
港
で
、
か
つ
拠
点
的
な
役
割
を

も
つ
港
が
あ
っ
た
こ
と
が
連
想
さ
れ
よ
う
。
「
大
津
」
　
は
西
ノ
辻

遺
跡
か
ら
至
便
な
距
離
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
吉
田
川
は
大
和

川
の
一
分
流
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
北
側
に
は
河
内
平
野
最
大
の

水
域
で
あ
る
広
見
池
が
広
が
り
、
水
上
交
通
の
要
所
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
　
（
図
1
）
。
つ
ま
り
「
大
津
」
　
に
拠
点
を
置

く
こ
と
で
、
大
江
御
厨
「
山
本
」
　
の
水
域
だ
け
で
は
な
く
、
広
見

池
や
氷
野
河
ま
で
を
も
掌
握
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
大

津
」
は
漁
業
拠
点
港
で
あ
り
、
ま
た
、
海
産
物
を
中
心
と
す
る
供
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御
物
を
集
積
管
理
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
役
割
を
担
っ
た
の
は
兄

部
水
走
氏
に
続
率
さ
れ
た
大
江
御
厨
「
山
本
」
供
御
人
で
あ
る
西

ノ
辻
遺
跡
の
住
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
っ
ぼ
う
、
考
古
学
的
成
果
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
西
ノ
辻
供

御
人
は
漁
業
を
専
業
と
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
牛
馬
解
体
工
、

陰
陽
師
、
鍛
冶
・
鋳
物
師
、
石
細
工
、
櫓
物
師
な
ど
様
々
な
職
能

民
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す

べ
き
こ
と
は
こ
れ
ら
の
職
能
に
関
連
す
る
別
の
職
能
が
存
在
し
、

見
か
け
よ
り
も
多
岐
に
わ
た
る
手
工
業
製
品
や
食
材
を
生
産
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
牛
馬
解
体
で
は
食
肉
を

生
産
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
皮
革
の
原
皮
、
膠
、
骨
製
品
素
材
を

取
り
出
し
、
製
品
と
し
て
加
工
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
牛
馬
を
生

産
す
る
た
め
の
私
牧
を
所
有
し
て
い
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。
漁

拷
活
動
に
お
い
て
は
、
水
域
で
の
可
食
植
物
や
薦
・
簾
の
素
材
と

な
る
植
物
の
獲
得
も
こ
れ
に
含
ま
れ
よ
う
。
と
く
に
薦
に
よ
る
貢

進
物
の
包
装
は
神
へ
の
供
物
を
意
味
し
（
宮
崎
一
九
九
九
）
、
重
要

な
手
工
業
製
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

大
江
御
厨
「
山
本
」
で
の
手
工
業
製
品
や
食
材
の
流
通
も
ま
た
、

西
ノ
辻
供
御
人
に
よ
っ
て
独
占
的
に
支
配
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
陰
陽
師
の
活
動
に
は
祓
い
や
祈
祷
だ
け
で
は
な
く
、

吉
凶
占
い
、
暦
の
販
売
、
芸
能
ま
で
を
も
含
み
う
る
も
の
で
あ
っ

た
。
西
ノ
辻
供
御
人
が
経
済
的
に
自
立
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余

地
が
な
く
、
彼
ら
は
土
豪
的
御
家
人
水
走
氏
の
私
的
経
済
を
支
ゝ
え
、

さ
ら
に
は
皇
室
経
済
の
一
端
を
も
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
西
ノ

辻
供
御
人
、
水
走
氏
、
皇
室
の
三
者
に
よ
る
利
害
一
致
が
こ
の
よ

う
な
西
ノ
辻
供
御
人
に
よ
る
経
済
活
動
を
保
証
し
、
こ
の
仕
組
み

を
維
持
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

考
古
学
的
成
果
で
は
、
西
ノ
辻
供
御
人
の
活
動
は
平
安
時
代
末

頃
（
一
二
世
紀
初
頭
）
　
に
始
ま
り
、
室
町
時
代
初
頭
　
（
一
四
世
紀

半
ば
）
　
を
境
に
突
如
と
し
て
途
絶
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
水
走
季
忠
が
一
二
世
紀
初
頭
に
河
俣
山
本
両
執
当
職
に
就

き
、
忠
夏
が
一
四
世
紀
前
半
に
山
本
執
当
職
を
失
う
と
い
う
史
実

と
一
致
す
る
。
大
江
御
厨
「
山
本
」
　
の
解
体
後
、
西
ノ
辻
供
御
人

は
、
そ
の
領
域
で
保
証
さ
れ
た
様
々
な
特
権
も
、
兄
部
水
走
氏
や

皇
室
と
の
密
接
な
関
係
も
失
い
、
供
御
人
と
し
て
の
役
割
を
終
え

た
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
西
ノ
辻
供
御
人
の
一
部
が
遺
跡
地
東
方
に

集
落
を
再
編
す
る
と
と
も
に
、
陰
陽
道
宗
家
で
あ
る
土
御
門
家
配

下
に
入
り
在
地
陰
陽
師
と
し
て
の
地
位
を
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の

に
し
た
の
だ
ろ
う
。

六
　
ま
と
め

西
ノ
辻
遺
跡
の
考
古
資
料
、
『
水
走
文
書
』
　
お
よ
び
河
内
国
大

江
御
厨
に
関
係
す
る
文
献
資
料
を
も
と
に
、
大
江
御
厨
供
御
人
の
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多
様
な
活
動
と
そ
の
消
長
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
大
江
御
厨
「
山

本
」
は
生
駒
山
系
の
山
麓
二
帝
の
低
地
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
見

出
し
、
供
御
物
を
集
積
管
理
す
る
場
と
し
て
の
拠
点
が
「
大
津
」

に
あ
．
っ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。
ま
た
、
多
様
な
職
能
民
で
あ
る
西

ノ
辻
供
御
人
は
兄
部
水
走
氏
の
も
と
に
、
自
ら
が
生
産
・
獲
得
し

た
手
工
業
製
品
や
食
材
の
流
通
を
大
江
御
厨
「
山
本
」
　
で
独
占
的

に
支
配
し
、
経
済
的
に
自
立
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
西
ノ
辻
供
御
人
、
水
走
氏
、
皇
室
の
三
者

に
よ
る
利
害
一
致
に
よ
っ
て
約
二
〇
〇
年
間
維
持
さ
れ
て
き
た

が
、
室
町
時
代
初
頭
に
水
走
氏
の
衰
退
と
と
も
に
西
ノ
辻
僕
御
人

は
消
滅
し
た
と
考
え
た
。

い
っ
ぼ
う
、
同
じ
大
江
御
厨
で
活
動
し
た
西
ノ
辻
供
御
人
と
「
河

俣
」
供
御
人
と
の
比
較
研
究
が
望
ま
れ
る
が
、
「
河
俣
」
供
御
人

の
居
住
地
や
活
動
拠
点
に
つ
い
て
は
、
文
献
資
料
の
み
な
ら
ず
考

古
資
料
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
「
御

厨
」
と
い
う
地
名
が
川
俣
神
社
の
南
方
に
今
も
な
お
残
る
が
、
供

御
人
と
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
に
供
御
人
と
し

て
の
活
動
を
終
え
た
西
ノ
辻
供
御
人
と
「
河
俣
」
供
御
人
の
間
に

は
、
実
は
武
家
社
会
に
対
峠
す
る
た
め
の
戦
略
的
な
違
い
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
積
極
的
に
説
明
で
き
る
材

料
を
持
ち
得
な
い
。
今
後
の
資
料
の
発
見
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
大
江
御
厨
供
御
人
に
限
ら
ず
、
供
御
人
が
後
の

被
差
別
部
落
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
や
同
業
者
集
団
と
し
て

の
座
に
変
質
し
て
い
く
過
程
、
お
よ
び
そ
の
背
景
を
提
示
し
得
な

か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
供
御
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
従
来
、
考
古

資
料
と
関
連
づ
け
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、

考
古
学
的
に
追
究
さ
れ
る
供
御
人
の
起
源
や
中
世
後
期
の
供
御
人

の
変
容
は
購
民
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
視
点
と
な
る
。
願
わ
く

は
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
牛
馬
骨
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

中
世
前
半
期
に
お
け
る
多
様
な
職
能
集
団
の
活
動
を
明
ら
か
に

し
、
頗
民
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

謝
辞
　
小
塙
に
紙
面
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
社
団
法
人
部
落
解
放
・
人

権
研
究
所
な
ら
び
に
大
阪
の
部
落
史
委
貞
会
の
関
係
者
各
位
、
考

古
資
料
を
扱
っ
た
部
落
史
研
究
の
領
域
に
小
生
を
導
い
て
い
た
だ

い
た
積
山
洋
二
呂
崎
泰
史
両
氏
、
多
岐
に
わ
た
る
議
論
の
う
え
、

様
々
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
井
上
伸
一
・
森
本
若
葉
両
氏
に
心

か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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